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④ 地域情報プラットフォーム推進事業 
総務省は、財団法人全国地域情報化推進協会と連携し、地方公共団体等

の様々なシステム同士の連携を可能にするために各システムが従うべき

業務面や技術面のルールとして、地域情報プラットフォーム標準仕様を策

定している。 
また、総務省は、官民が連携したワンストップサービスの実現を目指し、

平成 20 年度から、地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠したシステ

ムにより、引越分野等を対象に、ワンストップサービスの実証実験を実施

し、ワンストップ化に向けた課題の抽出等を行っている。 
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・システム間連携を可能にするために各システムがあらかじめ準拠すべき業務や技術の標準（ルール）を「地域情報プラット
フォーム標準仕様」として策定。

【例】業務システムのデータやインターフェースの標準、通信手順の標準等
・これまで、地方公共団体が行う２６業務のシステムを対象に、標準仕様を策定。
・オープンな標準仕様を定めることで、特定ベンダーによる囲い込みが解消。

地域情報プラットフォームによる解決：「情報システムの標準化」地域情報プラットフォームによる解決：「情報システムの標準化」

・特定ベンダーと継続的に随意契約を結ばざるを得ず（囲い込み）、保守経費が高止まり。
・業務ごとにシステムを調達しており、システム間連携（業務処理の連携、データ共有）が困難であるため、業務が非効率 等

地方公共団体における情報システムの課題地方公共団体における情報システムの課題
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システム間の連携（業務処理の連携、データ共有）が可能。→ 業務が効率化

ワンストップサービスが可能。（今後、標準仕様を
採用した他の地方公共団体等も含めたワンストップ
化も可能に。）→ 住民の利便性が向上

地域情報プラットフォーム構想の推進

各業務システムを他のベンダーのパッケージやASP のサービスと取り替える
ことが可能。
→ 特定ベンダーによる囲い込みが解消され、調達コストが削減

サービス基盤
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システム全体を効率化したい！
システム同士を連携したい！

 
図８－５：地域情報プラットフォーム構想の推進11 

 
 
 
 
 
 
                                                  
11 「第 11 回 社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会」（平成 21 年２月６日）に総務

省情報流通行政局地域通信振興課地方情報化推進室が提出した資料より抜粋。 
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（２）既存のＩＣカード・ＩＣチップを含む媒体の利用 
現在市町村から交付されている住民基本台帳カード（住基カード）の利用

については、既存のＩＣカードや市町村が有するカードの発行基盤を利用す

ることで費用対効果に優れた仕組みとすることが可能であり、さらに、社会

保障カード（仮称）の仕組みで利用する本人識別情報を格納する器として既

発行の住基カードを活用できる場合には、新たなカードの発行を不要とする

ことができると考えられる。 
「ＩＴ政策ロードマップ」（平成 20 年６月 11 日 ＩＴ戦略本部）におい

ては、「住民基本台帳カードの普及にあたっては、社会保障カード（仮称）

の議論と一体的に検討を進める」とされているところであり、今後更に検討

を進めていく必要がある。 
「これまでの議論の整理」においては、現在の仕組みを前提とすると、市

町村をまたがる住所変更の際には住基カードの再発行が必要となることに

留意する必要があると述べたが、住民基本台帳カードについては、他の市町

村へ住所を移した場合でも引き続き使用することができるようにするため、

住民基本台帳法の一部改正法案が今国会（第 171 回国会（常会））に提出さ

れている。 
社会保障カード（仮称）については、転居等により保険者が変わった場合

でも、カードを返却することなく利用し続けることを可能とする方向で検討

を進めているが、住民基本台帳法の改正により、転居時に住民基本台帳カー

ドが失効しない仕組みが制度化されれば、社会保障カード（仮称）の仕組み

で利用する本人識別情報を格納する器として住民基本台帳カードを利用す

るに当たっての課題の一つが解決されることとなる。また、同法案において

は、これまで住民基本台帳法の適用対象となっていなかった外国人住民につ

いても同法の適用対象となり、住民基本台帳カードの取得が可能となる予定

である。 
 


